
・今回のニーズ調査については、第２子無償化（令和６年９月から実施）の発表・周知後に実施しており、令和６年度実績と比べて大幅
に上昇しており、第２子無償化による影響が反映したものと考えられることから、次期計画の初年度である令和７年度より反映する。

・なお、０歳の保育ニーズについては、途中入所で保育所に入る児童の保育ニーズも見込まれている。そのため、４月１日時点の保育
ニーズ率の算出に当たっては、令和５年度に途中入所で保育施設等に入所した割合（9.6%）を除した２３．９％とする。

①ニーズ調査結果について

②２号（保育所）、３号の量の見込みについて

１・２・３号の量の見込みの作成方法について

ニーズ調査結果では、２号（保育所）・３号については、各歳児とも令和６年４月の実績より上回っていることから、ニーズ調査結果を使用し、２・
３号の量の見込みを算出した。

今回のニーズ調査については、第２子無償化（令和６年９月から実施）の発表・周知後に実施しており、令和６年度実績と比べて大幅に上昇し
ており、第２子無償化による影響が反映したものと考えられることから、次期計画の初年度である令和７年度より反映する。

３～５歳は、無償化等によりほとんどの児童が保育施設または教育施設を利用すると見込まれることから、２号（保育所）児童以外については、
ほぼ全ての児童が教育施設を利用するとして、１号・２号（幼稚園）の量を算出した。
なお、具体的な見込み等については、以下のとおり
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保育率（2024.4実績）
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳
19.8% 60.6% 62.1% 59.9% 58.5%

ニーズ調査 33.5% 66.8% 65.0% 62.9% 60.5%

5歳
57.2%
57.4%

R６．４実績

保育率の見込み

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳

R７．４見込み 23.9% 66.8% 65.0% 62.9% 60.5%

5歳

57.4%
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【０～２歳】
・算出した本市の保育ニーズを前年の各区が占める保育ニーズの割合に応じて配分する。
（Ｒ７補正後保育ニーズ） × （各区のＲ７保育ニーズ） ／ （本市全体のＲ７保育ニーズ）

【３～５歳】
・第２子無償化の影響を反映するため、令和８年度以降の３～５歳の保育ニーズ率は、各区の年齢進行による保育ニーズ率の伸び
（直近3か年平均）を採用※。

○上限値の設定
・②-１で算出する各年齢の保育ニーズ率上限については、原則 ８２．０％とする。

②-２.算出数値の補正
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・令和７年４月にニーズ調査結果の保育ニーズ率を採用する。
・令和８年以降は、令和３年～５年の３年間の保育ニーズ率実績から、回帰分析（トレンド関数）により、令和８年～令和１１年までの保育ニーズ率の
伸びを見込み、その率を就学前人口に乗じる。

【回帰分析とは？】

各実績が直線状の関係にあるとき（※）、それぞれの実績から一番
近い点を通る直線を引き将来値を予測する。

※保育所の保育ニーズ率については、年度ごとに多少の増減は
あっても、この間、上昇し続けている。

②-１．基本的な考え



③１号・２号（幼稚園）の量の見込みについて

インターナショナルスクールや在宅ニーズについては、現計画最終年度であるＲ６年度の見込みを基に、以降は保育ニーズ
率の高まりを受けて、徐々に減少していくことを想定している。一方で、ニーズが完全になくなることは想定しがたいため、第３期
計画最終年であるR11年度には、１％になると見込む。

③-１．インターナショナルスクール・在宅ニーズの算出

２号（保育所）・３号と同様、以下のとおり見込みの保育率を算出し、就学前児童数に乗じて必要な量を見込む

②で２号（保育所）ニーズ、③-１でインターナショナルスクール・在宅ニーズを算出したことから、次のとおり１号・２号（幼稚園）ニーズを算出
する。
なお、１号・２号（幼稚園）の割合については、０～２歳児保育料無償化の影響を加味するため、ニーズ調査における２号（幼稚園）の結果を
踏襲して算出する。
※実際には各区の保育ニーズ率に応じて、区ごとに１号、２号（幼稚園）のニーズを算出している。

③-２.１号・２号（幼稚園）ニーズの算出
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３歳 ４歳 ５歳
R7 8.3% 5.9% 5.1%
R8 6.5% 4.7% 4.1%
R9 4.6% 3.4% 3.0%

R10 2.8% 2.2% 2.0%
R11 1.0% 1.0% 1.0%

インターナショナルスクール・在宅ニーズ

A：２号（保育）ニーズ
３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳

R7 63.0% 60.5% 57.3% R7 8.3% 5.9% 5.1% R7 28.7% 33.6% 37.6%
R8 64.4% 61.9% 61.1% R8 6.5% 4.7% 4.1% R8 29.1% 33.4% 34.8%
R9 66.0% 64.9% 62.6% R9 4.6% 3.4% 3.0% R9 29.4% 31.7% 34.4%

R10 69.9% 66.5% 65.6% R10 2.8% 2.2% 2.0% R10 27.3% 31.3% 32.4%
R11 72.0% 70.4% 67.2% R11 1.0% 1.0% 1.0% R11 27.0% 28.6% 31.8%

B：インターナショナルスクール・在宅ニーズ 100%－A－B：１号、２号（幼稚園）のニーズ

１００％



◆ 量の見込みに対する確保策について

１号・２号（幼稚園）児童については、「利用児童数が減少傾向にある」、「今後も保育所から認定こども園への移行が見込まれる（＝１号の入所枠が増
加）」、「居住区以外の利用が多い」、「市単位では既に十分な入所枠がある」ことなどから新規の整備は行わず、不足する場合は区間調整によって対応する。

〇１号・２号（幼稚園）の確保策について

原則、次の順により、入所枠を確保する。ただし、他区施設利用実績が多い区については、区間調整を考慮、
また、不足する入所枠が特定の年齢のみかつ４人以下の場合については、既存施設の活用（※１）を検討する。

〇２号（保育所）・３号の確保策について

１．保育所等の創設や増改築・企業主導型保育の入所枠を反映

２．認定こども園への移行アンケート結果等を反映

３．新規施設の整備

・認定こども園への移行が確定しているものを反映
・入所枠が不足する場合「移行したい・移行を検討中」と回答した園が移行すると見込む

・計画期間中０歳～５歳の入所枠が不足する見込みの場合、認可保育所の整備を行う
・ 〃 ０歳～２歳のみの入所枠が不足する場合、地域型保育事業所の整備を行う

※１ 既存施設の活用について

特定の年齢（１歳が大半）の入所枠のみが不足する場合で、かつ不足数が４名以下の場合、認可保育所等を整備すると、不足し
ていない年齢の入所枠に余剰が生じることから、施設整備によらない入所枠確保策を検討する。
例１）期間限定保育、区間調整
例２）認可定員と利用定員の差を利用

＝ 人材確保対策の推進により、既存施設活用を図る。


